
             
■指導行政のポイント 

 

 

 来年３月までに新しい学習指導要領が告示になる

ことが決まった。では，今後のスケジュールはどう
なるか。 

 

 新指導要領が告示になっても，すぐ実施になるわ
けではない。新指導要領を全面的に実施するために
は，新しい教科書の整備が必要だからである。 

 新教科書の整備には，編集・検定・採択に１年ず
つ要するので，新指導要領の本格実施は，早くて平
成 23 年からとなる。それも小・中同時実施は，教

科書の編集と検定のキャパシティからみて難しい。
中学校は，平成 24年から実施することとなろう。 
 それまでの間は，移行措置が行われる。移行措置

は，新教科書が整わなくても，実施できる部分を前
倒しで実施する経過的措置である。これは指導要領
の例外措置となるので，別告示で決められる。 

 では，移行措置はどうなるか。従来の例では，移
行措置の告示が出るのは，新指導要領告示のおおむ
ね半年後である。新指導要領自体が告示されていな

い段階で，移行措置を云々するのは難しい。 
 しかし，今回は，新指導要領が告示になる前から，
移行措置が話題になっている。中教審の「審議のま

とめ」が公表された直後，渡海文科相が新指導要領
について「平成 21 年にもできる部分から前倒しで
実施したい」と発言した。これが一部の夕刊で，新

指導要領が平成 21 年度から実施されると受け取ら
れるような記事になったため，文科省は，ホームペ
ージで釈明のコメントを出している。 

そのコメントによると，文科相の発言の趣旨は，
「新指導要領に基づく教科書が全国の学校で使われ
るようになるためには３年余り時間がかかるが，そ

れまでの間に先行して実施できるものについては，
平成 21 年度から移行措置として実施することとし
たい」ということを述べたものというのだ。 

 

 その後，もう一度，移行措置が話題となった。と
いうのは，12 月５日のＯＥＣＤの国際学力調査
（PISA）の結果発表の折り，文科相が国会答弁で「指

導要領が決まれば，できるだけ速やかにやれること
からやるべきだ。PISA の結果も踏まえ，どこからや
れるのか，またどこがやれるのか，スピーディーに

検討していきたい」と述べた。 
 この答弁について，文科省のメルマガ臨時号は，
「大臣の答弁は，移行措置期間中の先行実施につい

て改めて述べたものである。今回の PISA の結果を
踏まえると，先行して実施する内容として，指導内
容の増加が見込まれる算数・数学，理科を対象とし

て検討を進める」と解説している。 
 移行措置の内容はまだまったく決まっていないが，
過去の移行措置の例から推測すれば，次のようなこ

とが考えられよう。 
（1）まず，「生きる力」の育成が，移行措置におい
て重視されることは間違いない。 

（2）道徳と特別活動は，教科書と関係がないので，
新指導要領によることとなろう。 

（3）国語，生活，音楽，図画工作，家庭，体育に

ついては，現行教科書でも，新指導要領の趣旨
を生かした指導が可能であるので，できるだけ
新指導要領によることとなろう。 

（4）社会，算数，理科については，新指導要領に
則した教科書を必要とするので，旧指導要領に
よることとなるが，追加された指導内容を移行

措置でどこまでこなすかが課題となる。 
（5）今回の改訂で，標準授業時間がほぼ１割増加
している。これを，どう移行措置に折り込むか

も課題である。 

（ひしむら・ゆきひこ＝(財)学習ｿﾌﾄｳｴｱ情報研究ｾﾝﾀｰ理事長） 
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